
騒音規制法・振動規制法に規定する特定建設作業の種類及び規制基準

杭打機、杭抜機又
は杭打杭抜機を使
用する作業

びょう打機を使用
する作業

削岩機、ブレー
カーを使用する作
業

空気圧縮機を使用
する作業

コンクリートプラント又
はアスファルトプラント
を設けて行う作業

鋼球を使用して建
築物その他の工作
物を破壊する作業

舗装版破砕機を使
用する作業

バックホウを使用
する作業

トラクターショベ
ルを使用する作業

ブルドーザーを使
用する作業

杭打機（もんけん
を除く）杭抜機又
は杭打杭抜機（圧
入式杭打杭抜機を
除く）を使用する
作業（杭打機を
アースオーガーと
併用する作業を除
く）

びょう打機を使用
する作業

削岩機を使用する
作業（※）

空気圧縮機（電動
機以外の原動機を
用いるものであっ
てその原動機の定
格出力が15ｷﾛﾜｯﾄ以
上のものに限る）
を使用する作業
（削岩機の動力と
して使用する作業
を除く）

コンクリートプラント
（混練機の混練容量が
0.45立方㍍以上のものに
限る）又はアスファルト
プラント（混練機の混練
重量が200㎏以上のもの
に限る）を設けて行う作
業（モルタルを製造する
ためにコンクリートプラ
ントを設けて行う作業を
除く）

バックホウ（一定
の限度を超える大
きさの騒音を発生
しないものとして
環境大臣が指定す
るものを除き、原
動機の定格出力が
80ｷﾛﾜｯﾄ以上のもの
に限る）　　　を
使用する作業

トラクターショベ
ル（一定の限度を
超える大きさの騒
音を発生しないも
のとして環境大臣
が指定するものを
除き、原動機の定
格出力が70ｷﾛﾜｯﾄ以
上のものに限る）
を使用する作業

ブルドーザー（一
定の限度を超える
大きさの騒音を発
生しないものとし
て環境大臣が指定
するものを除き、
原動機の定格出力
が40ｷﾛﾜｯﾄ以上のも
のに限る）
を使用する作業

８５ ８５ ８５ ８５ ８５ ８５ ８５ ８５

杭打機（もんけん
及び圧入式杭打機
を除く）杭抜機
（油圧式杭抜機を
除く）又は杭打杭
抜機（圧入式杭打
杭抜機を除く）を
使用する作業

ブレーカー（手持
式のものを除く）
を使用する作業

鋼球を使用して建
築物その他の工作
物を破壊する作業

舗装版破砕機を使
用する作業（※）

７５ ７５ ７５ ７５

１号区域

２号区域

１号区域

２号区域

１号区域

２号区域

注１．
　２．

（※）作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50ｍを超えない作業に限る。
（１）１号区域　第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、
　　　　　　　　準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域、工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね80ｍ以内の地域
（２）２号区域　工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね80ｍ以外の区域

６　日　以　内

６　日　以　内

禁　　　　　止

午　前　７　時　　　～　　　午　後　７　時

午　前　６　時　　　～　　　午　後　１０　時

１０　時　間　以　内

１４　時　間　以　内

敷地境界における基準
値（ｄＢ）

日曜・休日における作
業

作業時間

１日におけ
る延べ作業

時間

同一場所に
おける連続
作業日数

建設作業の分類

騒音の基準が適用され
る作業

敷地境界における基準
値（ｄＢ）

振動の基準が適用され
る作業


